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は じめ に

北海道児童福祉協會発行 の雑誌『 北海道児童福祉』 は、北海道 立図書館 がプ ラン

グ文庫 を所蔵 した ことでその存在 が知 られ ることになった。

所蔵 され る以前の『 北海道児童福祉』への認識度 は低 く、三吉 (1966:194)が 、

「ここに『 北海道児童福祉』 (昭 和 23年 H月 号)が あ ります。そのなかに母子愛

育研究所 の竹 田先生が」か ら語 りは じめ、報恩学園の当時の動 向を伝 えるものが唯

一 といつて も過言 ではなかった。

現在 にお い て も、北海 道 の社 会 福 祉 事 業 史 を学 ぶ た めの基本 文献 で あ る三 吉

(1969)や 北海道社会福祉協議会 (1986)に は、『 北海道児童福祉』 に関す る記述

はない。

ところでプ ラング文庫 目録 には、創刊号 (昭 和 23年 3月 14日 )か ら第 7号 (昭 和

24年 3月 1日 )ま でが収録 され、函館市立図書館 は、創刊号か ら第 3号 までの原本

を所蔵 している。考察者 の手元には、創刊号か ら第 6号 まで と『 児童福祉  特集琥

児童の不良化 は ど うして防 ぐか』 (発 行 日記載 な し。昭和 24年 11月 と推定)の原

本がある。特集号には、それ以前 に『 精神薄弱児の話』 を発行 し、好評 だつた とす

る記述 があ るが、その所蔵先 とともに第 7号 以降の『 北海道児童福祉』 は確認 でき

ていない。発刊期 間を約 2年 未満 と推察す る小誌 ではあるが、以下の よ うな内容 を

読み取 るこ とができる。

(1)昭 和 20年 代前半の北海道 内の社会福祉 関係者 の児童福祉法への希望

(2)「 北海道児童福祉協會」の存在 と役割

(3)児 童相談所設置 の道 の り

(4)児 童福祉 司への期待 と現実

(5)「 北海道児童福祉委員會 の諮 問答 申」

(6)児 童委員・ 民生委員 (活 動)へ の期待

(7)ケ ースワー ク、 グループ ワー クヘの期待

(8)道 北 にお ける児童福祉事業の新たな始動

(9)雑 誌『 北海道社會事業』 (北 海道社會事業協會 )と の関連性

(本 小稿 は、歴史的史資料 に基づ き考察 した ものであ り、現在 にあつては使用す

ることを控 えなけれ ばな らない用語や表現がある。 また、協会等 の名称 は、その当

時の表記 を最優先 し、た とえば、北海道社會事業協會 と北海道社会事業協会 が混在

した形 で表記 され てい る。 なに とぞ、 ご海容 をいただきたい。 )
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1 北 海 道 にお け る社 会 福 祉 (社会 事 業 )団 体 の結 成 と展 開

北海道における社会福祉 (社 会事業 )団 体の結成等については、『 北海道社會事業

国謄誌』 (1941)が あ り、また、三吉 らの先行研究によってすでに明 らかにされて

いる。

北海道では、1914(大 正 3)年 3月 3日 北海道慈善協會が設 立され、1921(大 正 10)

年 8月 10日 には、北海道慈善協會を改組 し北海道社會事業協會 とし、事務所を道庁

社會課においた。 1928(昭 和 3)年 H月 10日 には、北海道社會事業団体連合会が設

立 され る。『 北海道社會事業』 (1929:14)に よれば、「第一回線會は二月十二 日午前

十時 より道會議事堂委員室に於て開催」 とあるが、 1941(昭 和 16)年 7月 10日 、発

展的に解消 し北海道社會事業協會に合併 され る。1940(昭 和 15)年 には、札幌市社會

事業協會が設立 され、『 札幌市社会事業のおいたち』 (1971:30-35)は 、「事務所

を札幌市市役所社会課内に置 くことc」 としている。

1946(昭 和 21)2月 11日 北海道社會事業聯盟が結成 され、事務所を札幌市役所

社会課に置いた。

遠友夜学校への支援だけではなく、北海道の社会福祉事業の育成 と展開に多大に

貢献 し、また、名寄女子短期大学第初代学長でもあつた半沢洵は、『 北海道社會事

業 第百四十四』 (1946:7)で 「北海道社會事業聯盟の誕生」と題 して論 じ、「北

海道には全道公私社會事業の統一機関 として道麻内厚生課に財団法人北海道社會事

業協會があ り、社會事業聯盟参加園鎧大部は是れに加入 してゐるのであるが、今次

設立の社會事業聯盟は主 として私設社會事業国鎧 の叫合腱であつて、殊に民主的時

代に即應 して其の盛 り上がる熱 と力 とに依 り、各社會事業分野の使命 を賞践遂行せ

ん とする止むに止まれぬ微意にでた もの」 として協會 との違いを述べている。

さらに『 北海道社會事業 第百四十五』 (1946:6-7)で 天野銀市は、「北海道社

會事業聯盟は、終戦 と共に一大韓局を菫1し た社會情勢に貝p應 して、道内社會事業国

證打つて一丸 とな り、従来の弊 を打破 して活撥敢鶯に其の本然に邁進 し、員に新生

国家、新生社會の創造の鶯に貢献せんが篤に外な らないのである。」 「連絡提携 と

は軍に各方面に封 しては官 と民 とを問わず、最 も緊密でなければな らない。特に監

督官鷹 との間には従来の如 き卑屈姑息の念を去 り、所謂民主的精神 を堅持 して、生々

堂々と相接すべきである。」 として新 しい時代の民主的対応のあ り方を求めた。

同年 6月 には、北海道社會事業聯盟第一回大会が札幌市で開催 され、その様子は

『 北海道社會事業 第百四十六』 (1946:1213)に 掲載 され、道内 70名 余 り、中

央 より厚生省、中央社會事業協會、全 日本方面委員聯盟な どか らの参加者 120名 余

りと伝 えている。

『 興正学園五十周年記念誌』 (1995:58-63)は 、1947(昭 和 22)年 8月 現在の北

海道社會事業聯盟加入団体名 67団 体を掲載 している。

『 北海道児童福祉 第七琥』 (1949:14)は 、 「道麻児童課では北海道社會事業

連盟、北海道児童福祉協會 と共催 を以て児童福祉施設最低基準の徹底 と児童福祉全

般の事項に付 き今後の飛躍的発展向 上を固る目的の下に一月二十五、六、七、の三

日間、札幌に於て児童福祉施設打合わせ協議會 を開催 し、民生部長の挨拶、軍政部

厚生課長の講演、指示、質疑應答等が行われた。」 とあ り、歩調を同 じくしていた
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ことを うかがわせ る。

民間施設 の連絡 、提携 を掲 げ活動 した 「北海道社會事業聯盟」 は、 「北海道社會

福祉協議會設立準備委員會委員名簿」 に北海道民生委員連盟、同胞援護會北海道支

部 とともに名前 を連ね るが、『 民生委員七十年 のあゆみ』 (1987:45)に よれ ば、

1951(昭 和 26)年 3月 の北海道社会福祉協議会設立 当初 に解散 した とされ る。

一方 、北海道社會事業協會 は、北海道庁 内に事務所 を置 き、『 北海道社會事業』

の再刊 を始 める。『 北海道社會事業』 は、北海道 の社会福祉事業 を理解す るための

貴重な史資料 とい う地位 を獲得 しているが、北海道社会福祉 史研 究会 (1989:230)

がい うよ うに、 「第二期『 北海道社会事業』 は、昭和七年 に第一号が発行 され 、昭

和二十三年一月 に第 百五十五号迄 が発行 され てい るが、終刊時 は確認 で きていな

い。」状況 にある

官 と民に よる団体の結成 と統合。 そ して、解散、継続 とい う歴史 をもつそれぞれ

の団体 が存在す る北海道。本小稿 で取 り上げる北海道児童福祉協會 もまた民 と官の

間で揺れ動 くことになる。そ して、北海道児童福祉協會 が発行 した『 北海道児童福

祉』 の刊行時期の検討 が『 北海道社會事業』の終刊時期 を推察 させ るきつかけにな

るのである。

2 北 海 道 児 童 福 祉 協 會 の 設 立 と期 待

北海道児童福祉協會 の名称 をみ るのは、『 北海道社會事業 昭和二十二年七月琥

児童保護特輯』 (1947:7)で ある。そ こには次の よ うにある。

「北海道児童福祉協會誕生  終戦後浮浪児保護其の他児童 の問題 が重大なる

社會 問題 として取上げ られ、児童福祉法が制定 され ん としてゐ るが、北海道廉 で

は異 に北海道児童保護委員會 を設立、社會事業家民生委員學識経験者等 を委員 に

委嘱、逸早 く児童保護 に一大活動 を開始 したが、今回又其の指導後援 の下に道 内

児童保護施設代表者其他 の開係者 を網羅 し、北海道児童福祉協會 を設 立 し、児童

福祉法の制定促進 を固 るをは じめ凡 ゆる児道の福祉増進 に努力す ることになつた。

其の創 立総會 は六月五 日午後一時 よ リフラナガ ン神父来朝記念行事終了の後 を

享 けて、札幌育児国内に開催 したが、全道の児童施設圏證代表二十五名参集 、道

麻 よ り中河原技官出席、嚢企者代表天野札幌育児園常務理事 よ り経過報告 を兼 て

の挨拶 あ り、引績 き事業綱領 、豫算審議役員選挙畢等 を行ひ、舷 に同會 は首尾 よ

く創 立絶會 を終 り、螢足のスター トを切つた。

児童福祉協會 の創立 もまた本道 が全國の トップを切つた もので、今後の活躍大

いに舌J目 されてゐる。 同會 では近 く第一回の常任理事會 を開き會 の接充其の他 に

開す る協議 を行ふが、社會事業家、民生委員等 に呼びかけ會員の増加 を固 る筈 で

ある。

役員左 の如 くである。

會長 北大助教授 佐藤 昌彦    副會長 札幌育児園常務理事 天野銀市

常任委員長 札幌報恩學園主事 福永重治  常任委員 函館厚 生院常務理事

阿部平二郎           同 岩 内救護院長 藤 田六右衛 門

同 旭川育児院理事長 谷 口甚角 同 家庭學校社名淵分校教頭 鈴木良吉」
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新たに誕生 した北海道児童福祉協會 の役員 はすべ て民間人であ り、北海道社会福

祉史会 (1989:1)力れ うヽ「『 北海道社會事業』 の編集 。発行 は財 団法人北海道社

会事業協会である。協会 の正副会長や幹事は道庁部課長 らで 占め、事務局 も道庁社

会課 内にあった。編集 は道庁主導であった。」 とは明 らかに装い を異 に してい るよ

うにもみ えた。

『 興正学園五十周年記念誌』 (1995:93-94、 52)は 、北海道児童福祉協會 の創 立

総会 に出席 した中河原通之が初代 の児童相談所長 にな り、戦災孤児や浮浪児への対

応 を通 じて天野 らとの交流があった こと。 また、北海道児童福祉協會 の設立総会の

出席者 として人島大沼学院院長 、小池報恩学園長 、又坂函館厚生院部長、西 山剣淵

善行保育園、名取富良野国の子寮主任 、松浦美深国の子寮主任、長谷 山愛育会支部

主事 な どを記 している。

ところで、会長 の佐藤 昌彦 は、佐藤 (1948)に よれ ば、 「私 は明治三十二年 に昌

介の五男 として生 まれた。」 「第二高等學校 を経 て大正十 四年二月東京大学法學部

卒業。昭和二十二年十二月北海道大學助教授 よ り札幌高等裁判所判事 に韓 じ今 日に

至 る。」人物である。

誕生 した北海道児童福祉協會への期待 は、『 北海道社會事業』 の最終刊 と推察 さ

れ る「昭和二十二年一月琥 新年特別眈」 (1948:4)に おいて 「児童福祉法の施行

を前 に」 と題 して天野が論 じている。そ こでは、児童福祉法の施行 を歓迎 しつつ、

「昭和十五年十月東京 に於 ける紀元二千六百年記念 の全國社會事業大會 に北海道聴

の名 を以て『 児童保護法制定の件』 を余が提出 し、之が委員 に選任せ られ其れ が委

員會 を経 て採澤 となつた事が顆著 な経過 である。」 と回想 を語 りなが ら、その 目を

現実に向け、法律 の施行 にあたっては、 「先づ法 を通 してお役人 の考 え方が更め ら

れねばな らない。 また児童カー ドや妊婦手帳 が渡つ て も、物 を渡せぬ よ うな ことで

あつて欲 しくない。 こ うした意味に於て も児童福祉協會 あた りが本機 能か発揮すべ

きだ。」 とい う希望 を表 明 した。

それ か ら 2ヵ 月後の 3月 1日 に『 北海道児童福祉』 は発刊 され る。

3 『 北海道児童福祉』を発刊する北海道児童福祉協會の陣容と会則

『北海道児童福祉 第一琥』 (1948:3031)に は「北海道児童福祉協會の陣容」
が紹介 され てい る。

「北海道児童福祉協會 は昨年五月道内児童関係社會事業国謹代表並 に有志 を網

羅 し、道鷹社會課営局の肝煎 りを以て組織 され、佐藤 昌彦氏 を會長 に推 し、事

務所 を社會課 内に置 く園謹 であるが、其の後児童福祉法が制定施行せ られ、又

近 く児童行政 を社會課 よ り分離 して獨 立 した もの として強力 に推進す る篤、児

童課が新設 され る機運 となつたので、ここに陣容 を一新 して機能の増大 を固 り、

機関誌嚢行其の他 の事業 に手 を染 め積極的活動 に入 ることとなつた。

本會 の陣営 は左 の如 くである。

會長  佐藤 昌彦         副會長  天野銀市 (札 幌育児園 )

委員長 福永重治 (札 幌報恩學園)常 任委員 阿部平二郎 (函 館厚生院 )

同  谷 口甚角 (旭 川 育児院)  同   鈴木 良吉 (家 庭學校分校 )
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同 海野常世 (札 幌天使院 )

同 板倉芳子 (廣 島天使之園 )

同 松浦カツ (美 深國の子寮 )

同 秦元勝 (興 正保育園 )

同 深井 ツ ヨ (日 本聖保綜會 函館支部 )

同 名取マサ (富 良野國の子寮 )

同 西 山詮徳 (善行保育園 )

同 人島悦榮 (道 立大沼學院 )

「北海道児童福祉協會 々則」は 21条 と附則か らな り、目的等 は以下の よ うになつ

ていた。

「 第一章 名綱

第一條 本會 は北海道児童福祉協會 と橋す

第二章 事務所

第二條 本會 の事務所 は北海道民生部社會課 内に置 く

第二章  目的及び事業

第二條 本會 は児童福祉 に開す る知識 の普及 を固 り進 んで斯業 の改善嚢達

を期す るを以て 目的 とす

本會 は前條 の 目的 を達す る鶯左 の事業 を行 う

児童福祉事業に開す る啓嚢、奨働及助成

児童福祉 に関す る事業の聯絡

児童福祉 に開す る調査研 究及印刷物 の嚢行

児童福祉 に開す る功努者 の表彰

其の他児童福祉 に開 し必要 と認む る事業」

正会員 の年会費 は 10円 。会計年度 は毎年 4月 1日 に始ま り翌年 3月 31日 に終わ

るとされ た。

佐藤 (1948:12)は 、北海道児童福祉協會の 目的 と使命、『 北海道児童福祉』の

目的について述べ、「第一に夫れは協會員相互の聯絡に役立つ事を目的 として居 る。」

「第二の 目的は、此の事業について世間に周知を して貰 う事である。」「第二に『 児

童福祉』は此の事業に開する研究を嚢表す る目的を持つて居 る。」 「第四に『 児童

福祉』は厚生行政廉 との聯絡に役立つ事を目的 として居 る。」「最後に『児童福祉』

が特に北海道で有す る使命 について述べたい。北海道の様な廣い而 も交通の不便な、

又立地條件の異なる土地の多い所では、 (略 )相 互の聯絡特殊事情についての情報

の交換、一般への知識の供異な ど北海道で果す役割は極めて大きいのである。」 と

抱負を語 つた。

『 北海道児童福祉 第二琥』 (1952:15)に は 「本會役員改選 北海道児童福祉

協會では六月十二 日午後二時より札幌黎明館で委員會を催 し、役員改選其の他営面

の問題の打合を行つた。役員改選結果は會長 (佐藤昌彦 )、 副會長 (天 野銀市 )、

委員長 (福 永重治)は 重任、理事には阿部平二郎、谷 口甚角、鈴木良吉、大石 日出、

稲垣是成、高島茂、小川荒男の諸氏営選、是れ以外の徒末委員は聰べて顧間に推薦

し、又新に小池九一氏 も顧間に推薦 した。」があ り、札幌を中心 とした役員構成 と

も思える改選 と解す るのは誤認であろ うか。
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4 『 北海道児童福祉 』 につ いて

『北海道児童福祉 第一琥』は、A5判 、32頁 であり、色刷 り表紙には輝 く太陽

のもとで両手をつなぐ男女の子どもが描がかれ、裏表紙には『北海道社会事業』 と

同様に製薬会社札幌店の商品の紹介が掲載されている。 日次は次のとお りである。

巻頭  グ ラ フ 明暗 二題 施 設 の子 供 達 と街 の浮

たつ て  … … … … … …

浪児

會長「児 童 福祉 」 の嚢刊 に あ

民 生行 政 と今 後 の動 向

少年審判所の賞際

児 童 委 員 と して の民 生委 員

子供 を導 く目標

児 童 を詠 め る (短 歌 )・ … … … … … … … … … … … … …・

不愚 児 と共 に あ りて

児童福 祉 法 へ 女性 の感 激

愛 に飢 えた少年 の死

つ る り狐 (童 話 )

佐 藤 昌彦

小 松 金 之助

高 島  茂

山川  潔

大石 日出

小 田観 螢

福 永 重 治

更科 駒 緒

平岩  光

大 沼  寂

橋 本  薫

天 野 宗 軒

一

一　
一二
　
エハ
　
九
　
一

児童福祉施設 め ぐ り

賓の うば ら (俳 句 )

(一 )

一 ハ

ー 人

一
ハ

ニ 七

二 九児童福祉情報

児 童 福祉 法

児 童 相 談所

北海 道 児 童

奎 刊 の祝詞

施 行

新設

児童課新設  児童福祉委員会設置   児童委員會嚢足

一時保護所設置  少年鑑別機関増設

福祉協會の陣営  同會會則

『 北海道児童福祉』嚢刊記念懸賞文募集

編輯室だよ り

「『 児童福祉』の嚢刊にあたつて」は、前述の通 りであ り、 「児童福祉施設めぐ

り (一 )」 を担 当 した橋本薫は、『 北海道社會事業 第八十三琥』では北海道社會

事業協會嘱託、『 北海道社會事業 昭和二十二年二月琥』では北海道鷹嘱託、現存

する最後の『 北海道社會事業 昭和二十三年一月琥』では、すべての執筆者の所属

が明記 されないなか 「社會事業施設めぐり (二 )」 を担当している。『 北海道児童

福祉 第一琥』では、 「本會嘱託」 として施設めぐりを書いている。

天野宗軒が、ホ トトギス系俳人天野銀市であることは福祉関係者が広 く知 るとこ

ろである。

橋本 (1948:27-29)は 、「児童福祉施設めぐり (一 )」 の冒頭において 「児童福

祉 ! 其れは何 と素晴 らしい名だろ う。慈善観念か らの児童救済、社會連帯観か ら

の児童保護、其れが更に飛躍嚢展 して、平和國家、文化國家再建の将来を託す るに

足る次代の国民 としての児童観は、彼等を正 しく、強 く、そ して愛 らしく育 くむ と

云 う理念の下に、いみ じくも名づけ られた名である。」 と書き始める。そ して、函

館の育児會社、函館訓育院、小樽孤児院、札幌育児院、上川孤児院、岡山孤児院な

Ｃ
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どの業績 を称 えなが ら 「新憲法下の第一國會で我國最初の児童軍行立法たる児童福

祉法が成立 し、是れ よ り先、厚生省 には児童局が設 け られ、近 く地方麻 には 自働課

が設置 され ると云 う空前の機運 を招末 し、一般社會事業 と切 りはなつて児童行政が

施行 され ることとなつた ことは洵 に喜びに堪 えない。」 としなが ら新 生時代の施設

を一般社会 に紹介 して啓蒙に資 したい と抱負 を語 つた。

しか し、児童福祉法の解説や児童委員の役割 についての紹介 が優先 され たためか、

具体的 な児 童福祉施設 の生活 が紹介 され るのは、第 4号 の 「美深 國の子寮 よ り」

(1948:H)の みであつた。

さて、『 北海道児童福祉  第一琥』 (1948)の 「編輯室だ よ り」は、 「プ ラン通

りの編輯 がで きなかつた こと」 「本誌 は児童少年 を封象 とした ものでな く社會事業

家、民生委員、市町村営務者進んでは子 を持たれ る家庭のお母 さん方等 に主 として

配布す ることとしてい る」の他 に、 「本誌 は行政官麻 の御用雑誌 ではあ りませ んか

ら、其の補助的役割 は努 めません、従来外郭園謹 の機 関誌 は機関 と云 う文字 に捉 は

れ歪 曲 され た制作 を して居 ります が、本誌 は断 じて、民間言論の 自由を把持 し、獨

特の色彩 を もつて進み、良心的な制作 に依 る濶達な嚢展 を期 して居 る次第であ りま

す。」 とい う表明 を記載す るのである。

「行政官廉 の御用雑誌」の中に『 北海道社會事業』 が含 まれ るのかの判断 につい

ては、 しば らくの時間が必要である。

一方、『 北海道児童福祉  第二琥』 では、購読者への 「會告」が掲 げ られ る。そ

れは 「市町村児童委員 に購讀 を願つた分で、先般別途御紹會 しま したけれ ども、ま

だ昭和二十 二年度分の購讀料御沸込のない虎 があ りますが、整理上誠 に困つて居 り

ますか ら此の際取急 ぎ然 るべ く御 取運び くだ さる様願上 げます。」である。「會告」

は、次号に も同様 に掲 げ られ ることになるのである。

ちなみに購読方法、購読料 について、『 北海道児童福祉  第二琥』 (1948:15)

は、 「本誌 は會員 たる児童福祉圏謹児童委員、 (民 生委員)市町村社會課係営務者

等に普ね く配布す る外一般希望者 の購讀 に應ず るが、其の注文は購讀料前納 を以て

嚢行所 に申込 まれ たい。購讀料 に封 しては領収證 を破送 しません。特 に希望 され る

向きは豫 め送料 を御送付 あ りたい。 Jと した。購読料 は、児童福祉施設 は協會 の會

費 とあわせ て lヶ 年 100円 、児童委員及び市町村 は 60円 、一般購読者 は 80円 であ

った。

5 『 北 海 道 社 會 事 業 』 と『 北 海 道 児 童 福 祉 』 につ い て

『 北海道社會事業』 を刊行 した北海道社會事業協會 と『 北海道児童福祉』 を刊行

した北海道児童福祉協會 との関係性はいまだに明確にできていない。

現在 において認識 されていることは、『 北海道社會事業』については 1948(昭 和

23)1月 1日 に発行 されたものの後が確認できていない とい うことである。

それを『 北海道児童福祉』の刊行 とあわせてまとめたものが図 1で ある。
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図 1『 北海道社會事業』 (第 144号以降)及 び『北海道児童福祉』の発行人・印刷所

『北海道社會事業』の発行人等 『北海道児童福祉』の発行人等

● 1946(日召不口21)年 3月 1日 か ら

1947(昭 和 22)年 1月

第 百 四十 四琥 ～ 第 百 四十 九琥

北海 道 麻 教 育 民 生部厚 生課 内

嚢行 兼 編 輯 人  石 倉豊 太

● 1947(昭 和 22)年 3月 1日 か ら

1948(昭 和 23)年 1月

第 百五 十眈 ～第 百五 十 五琥

北海 道廉 民 生部 社會 課 内

嚢行 兼 編 輯 人  石 倉 豊 太

護會北海道支部事務局長

※石倉豊太

北海道麻事務官→恩賜財 回同胞援

● 1948(昭 和 23)年 3月 1日 か ら

1948(昭 和 23)年 5月 1

(1)創 刊 琥 ～第 二琥

嚢 行 兼 編 輯 人 橋 本 薫

● 1948(昭 和 23)年 7月 1日 か ら

1948(昭 和 23)年 9月 1

(2)第 二琥 ～第 四琥

嚢行 兼 編 輯 人  中河 原 通 之

● 1948(昭 和 23)年 11月 1日 か ら

1949(昭 和 24)年 3月 1

(3)第 五 琥 ～第 七琥

嚢 行 兼 編輯 人  福 永 重 治

● 1949(昭 和 24)年 11月 ?

(4)『 児童福祉 特集琥』

嚢行兼編輯人の記載・発行 日記載無

発 行  所 発  行  所

(1)第 百四十四眈～第 百四十九琥

北海道靡厚生課 内

財国法人北海道社會事業協會

電話代表 二六三〇番

振替小樽 九七一七番

(2)第 百五十琥～第百五十五琥

北海道麻 民生部社會課 内

財国法人北海道社會事業協會

電話代表 二六三〇番

振替小樽 九七一七番

(1)第 一琥～第二暁

北海道聴社會課 内

北海道児童福祉協會

電話 (代 表)二 六三〇番

(2)第 二琥～第 四琥

北海道鷹児童課 内

北海道児童福祉協會

電話 (代 表)二 六三〇番

(3)第 五琥 ～第七琥

札幌市南十四條西十六丁 目

財 回法人 札幌報恩學園構 内
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※『 1951年版 北海道年鑑』 によれ ば、

北海道社会事業協会 の住所 は、札幌市

北三条西七丁 目となつている。

この住所 は、バチ ラー会館 の住所 であ

る。

北海道児童福祉協會

(4)特 集琥

札幌市南四條東 四丁 目

北海道児童福祉協會

※ (4)の 発行所住所 は、遠友夜学校跡 に

移転 した北海道 中央児童相談所 と同一。

『 北海道児童福祉』 の発行所 としての児童相談所 との関係 を知 る手がか りについ

て、藤森 (1987.290)は 、 「昭和二十二年七月、当時、少年教護施設であつた報恩

学園の一隅 を仮庁舎 として札幌児相 が颯 々の声 を上げた。北海道 にお ける児相 の記

念すべ き誕生である。

そ して昭和二十四年、遠友夜学校跡 に建 った新庁舎 に移転、北海道 中央児童相談所

の看板 を掲 げた。 しか し、 ここも永住 の地 とな らず 、その後 も、道庁西側の庁舎 に

移 り、さらに琴似 の現庁舎 とな り、今 また移転の計画がある。」「昭和二十六年 は、

戦後少年非行第一の ピー ク と言われ るよ うに、非行相談ケース も増加 、児童福祉 ど

ころか、児童 に振 り回 され ていた時代 とも言 える。 当時、予算要求でケース ワー ク

研修 の字句 を見た副知事 が、『 何 だ、 この スケー トワー ク とは』 と言 つた時代 で

(略 )」 と述べ、児童相談所の生まれ 出ず る悩み とその変遷所在地 を共に した『 北海

道児童福祉』の一端 を知 ることができるのである。

お わ りに

1945(昭 和 20)年 7月 14か ら 15日 にかけて釧路、根室 、室蘭、函館 、帯広が米軍

の空襲 を受 け、8月 9日 には樺太で ソ連軍 との戦闘がは じまる。8月 13日 の樺太か

らの疎開船第 1船 が出港 し、8月 23日 、ソ連軍が島外移動 を禁止す るまで推定 8万

7640人 が脱 出 した とされ る。 8月 15日 には、終戦 を迎 えるが、 9月 28日 ソ連軍は

択捉 島に、 9月 には色丹 。国後島に も上陸 した。

8月 30日 樺太か らの疎開第 1船 で稚 内に入港 した中に引き取 り手のない 6人 の

孤児が松浦カ ツ、名取マサ らに引き取 られた。その経緯 は、富良野国の子寮 40周 年

記念誌 (1986)に 詳 しい。翌年、1946(昭 和 21)年 2月 8日 には、美深 國の子寮が創

設 され る。道北 とよばれ る地域での新 たな児童福祉事業の開始であった。

印刷 人・ 印刷 所

印刷 人 能味安太郎

札幌市南一條東五丁 目

印刷所 有限會社人紘社

電話  二九五七番

印昴1人 ・ 印届J所

(1)第 一琥～第七琥

印刷人 能味安太郎

札幌市南一條東五丁 目

印刷所 有限會社人紘社

(2)特 集琥

山藤印刷所

(山 藤印刷合資会社 <南 2西 6>が 正式

名称か。 )
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1945(昭 和 20)年 9月 19日 には、 GHQプ レス・ コー ドに関す る覚書 によ り新聞

な ど刊行物 の取締 りが規 定 され 、10月 4日 、連合軍、米第八軍第九軍団第七十七師

団の 6,000人 がバーネル少佐 の指揮 下に函館港 に入港 、 10月 30日 現在、札幌 、小

樽、函館 、旭川 、室蘭、稚 内、美幌 、帯広 に 21,630人 の進駐軍 を数 え、進駐 の体制

は、 1954(昭 和 29)年 11月 まで継続 され た。

一方、1945(昭 和 20)年 9月 20日 戦 災孤児等保護対策要領が内閣で決定 され るが、

11月 札幌地方で米の遅配がは じま り、加 えて北海道 は、 1910(明 治 43年 )以 来の

大凶作 に見舞われ 、後志地方 50%、 空知 。上川地方 46%、 渡島 41%、 檜 山 34%、 日

高 30%、 十勝・網 走 6%、 の出来高 しかな く、占領軍の食料放 出に よ り危機 が回避

され る とい う状況 にあつた。 また、外地引揚者 の増加 によって住宅が不足 し、需要

総数 196,675戸 、 1948(昭 和 23)年 4月 の不足住宅数 は約 15万戸 を数 えた。

1946(昭 和 21)3月 3日 道庁は北海道 開拓者集団入植施設計画 を定め、緊急開拓

事業 を進 め、3月 24日 戦後道 内に最初の外米が米国か ら小樽港へ輸入 された。4月

2日 には、厚生省社会局援護課 で児童福祉 を主管す る ことにな り、 5月 1日 、H年
ぶ りの戦後最初のメーデーが実施 され 、札幌 2万 人、函館 1万 人、旭川 6,000人 が

参加 した。 しか し、 5月 9日 内務省警保局か ら北海道 の食料事情 につ き、 5月 中旬

以降は全 く見込みがたたない ことが指摘 された。西川 (2007:297-298)は 、 「七月

初旬、軍政 司令部 は、道庁教育民生部お よび道警 と戦災孤児 の保護 と世話お よび非

行青少年に対す る教育・ 補導・ 非行防止 について話 し合 った。戦災孤児 を収容す る

施設 は、多 くの場合、軍政 司令部の改善命令な どもあつて施設条件 は整 えられ たが、

最大の難問は不十分 な食糧供給 にあつた。」 と分析す る。

『 新北海道史 第六巻 通説五』 (1957:53)に よれ ば、この年 の上半期の道 内主

要都市の闇価格 、米 1升 4円 60銭 (公 定価格 2円 88銭 )、 醤油 1升 60円 (公 定価格

6円 )、 砂糖 100匁 (公 定価格 90銭 )、 この年の調査 に よれ ば、 「男子 6年 生の平均

体重 は、昭和 12年 29.5キ ロ、19年 28.6キ ロ、20年 28.4キ ロ、21年 28.3キ ロ (月ヽ

樽 の小学校 )」 であつた。

児童福祉 にかかわる道行政機構 の変遷 は、『 北海道議会史 第 5巻 』(1977:3637)

に詳 しく、昭和 21年 H月 18日 教育民生部 を教育部・民生部・衛 生部 に分 け、昭和

22年 7月 31日 には、児童課 を新設 、 6月 27日 には、児童課 を婦人児童課 と改 めた

とある。

ところで、1946(昭 和 21)年 5月 には、出村 (1996:3031)が 述べ るよ うに 「北

海道内にお ける民間検閲支隊の活動 は、札幌市で行 なわれた。札幌在住 の民間検閲

支隊に よる出版物の検閲 は、二十一年五月頃か ら開始 され た もの と推定 してい る。」

「民間諜報局・ 民間検閲支隊は、二十 四年十月に解散 となった。検閲対象 となった

膨大な書籍・ 雑誌 。新聞類は、連合軍最高司令部参謀部第二部 (G-2)戦 史課長

ゴー ドン・W・ プ ラング博士がアメ リカ・ メ リー ラン ド大学 での収蔵 を希望 した結

果、二十五年 に同大学マ ッケル ンデ ン図書館東亜部 に寄贈 とな り、プ ラング文庫 と

命名 された。」 とす る。

そ して、このプ ラング文庫 が約 60年 を経て、『 北海道児童福祉』を通 じて当時の

北海道 にあつた児童福祉 法への希望 をよみがえ らせ ることになるのである。
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